
Ⅰ．計画期間　　平成1９年度～平成２０年度(平成１９年4月1日から平成２１年３月３１日)の2年間

Ⅳ、重点施策　　１、収益力の強化　　２、経営管理体制の再構築(リスク管理・コンプライアンス体制)　　３、総合力の発揮

取組方針及び目標 具体的取組策 進捗状況
１９年度 ２０年度 平成１９年4月～平成１９年９月

１．地域密着型金融の具体的取組

（１）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の
　　一層の強化

・当金庫の取引先企業の大半が小規模事業者であり、ラ
イフサイクルに応じた決め細やかな対応如何により、経
営が持続できるか否かという状況にあるということを認
識し、金融支援に止まらず、事業そのものの再生に深く
寄与していかなければならない。
具体的には事業価値そのものの見極めが大切であると認
識していることから、実態ＢＳ及び恒常的なＣＦの見極
めの精度を高めるべく役職員のレベルを高めていくこと
が当面の課題である。
また、県内信用金庫と連携し、ビジネスマッチングを開
催する等、積極的に販路の拡大を支援するとともに、異
業種交流会での経営情報の提供や外部専門家と連携し、
以下の具体的な取組みを実施する。

・村上商工会議所と連携し、会議所青年部を対象とした
勉強会・情報交換会を開催する。
・審査管理部・企業支援課が主となり取引先企業を対象
とした身近な経営相談会を開催する。
・審査管理部・企業支援課が主となり新潟県中小企業再
生支援協議会等と連携し、実態ＢＳ及び恒常的なＣＦ見
極めを柱とした経営支援活動を実施する。
・信交会等へ中小企業経営に関する調査報告や、中小企
業経営に関するレポートを提供する。
・「しんきん法律相談」「しんきん年金相談」は、毎月
一回実施し、「しんきん経営相談」は、要望により都度
実施する。
・商品情報・地域情報を収集し「しんきんふれ愛ネッ
ト」に登録する。
・県内信用金庫と連携し、ビジネスマッチングを開催す
る。
・新潟県中小企業再生支援協議会・中小企業基盤整備機
構・新潟県信用保証協会経営支援課等と連携し地域及び
取引先企業を対象とした企業・事業再生についての勉強
会・説明会を開催する。
・中小企業庁・経済産業省の各種中小企業支援対策の施
策及び保証協会の再生支援業務の概要等を取引先企業及
び当金庫職員に説明をお願いする。

・審査管理部・企業支援課が主となり新潟県中小企業再
生支援協議会等と連携し、実態ＢＳ及び恒常的なＣＦ見
極めを柱とした経営支援活動を実施する。
・村上商工会議所と連携し、会議所青年部を対象とした
勉強会・情報交換会を開催する。
・信交会等へ中小企業経営に関する調査報告や、中小企
業経営に関するレポートを提供する。
・「しんきん法律相談」「しんきん年金相談」は、毎月
一回実施し、「しんきん経営相談」は、要望により都度
実施する。
・ 営業店から希望企業の商品情報等を収集し、「しんき
んふれ愛ネット」に登録する。

・村上商工会議所と連携し、会議所青年部を対象とした
勉強会・情報交換会を開催する。
・審査管理部・企業支援課が主となり取引先企業を対象
とした身近な経営相談会を開催する。
・審査管理部・企業支援課が主となり新潟県中小企業再
生支援協議会等と連携し実態ＢＳ及び恒常的なＣＦ見極
めを柱とした経営支援活動を実施する。
・信交会等へ中小企業経営に関する調査報告や、中小企
業経営に関するレポートを提供する。
・「しんきん法律相談」「しんきん年金相談」は、毎月
一回実施し、「しんきん経営相談」は、要望により都度
実施する。
・営業店から希望企業の商品情報等を収集し、「しんき
んふれ愛ネット」に登録する。
・県内信用金庫と連携し、ビジネスマッチングを開催す
る。
・新潟県中小企業再生支援協議会・中小企業基盤整備機
構・新潟県信用保証協会経営支援課等と連携し地域及び
取引先企業を対象とした企業・事業再生についての勉強
会・説明会を開催する。
・中小企業庁・経済産業省の各種中小企業支援対策の施
策及び保証協会の再生支援業務の概要等を取引先企業及
び当金庫職員に説明をお願いする。

（２）事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に
　　適した資金供給手法の徹底

・事業価値を見極めるためには、実態ＢＳや恒常的なＣ
Ｆの見極めが、不可欠であり、何よりも経営者等との交
渉力や企業会計分析力の向上が急がれる。
よって、早急に勉強会等を開催し、一刻も早く取引先企
業の要望に応えられるように、態勢を整備する。
・ビジネスポータルサイトによる経営情報の提供や、新
潟県信用保証協会の利用促進を通じ、中小企業に適した
資金を供給する。

・事業価値を見極め、恒常的なＣＦの確保が確認された
場合には積極的に約定変更に応じる等、実質的な資金供
給を講じる。
・経営者本人以外の第三者保証については、極力、保証
を負わせることを避けなければならないが、必要がある
場合には保証額について十分な理解を得て対応する。
・債権譲渡担保融資の活用により、不動産担保や個人保
証に過度に依存しない融資の推進する。
・ビジネスポータルサイト「しんきん経革広場」での経
営情報を提供する。
・新潟県信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利
用を促進する。

・事業価値を見極めるべく恒常的なＣＦの確保が確認さ
れた場合には積極的に約定変更に応じる等、実質的な資
金供給を講じられるように、恒常的なＣＦについて勉強
会を開催し、一人でも多くの職員が積極的な対応が可能
となるように態勢を整備する。
・債権譲渡担保融資を活用する。
・ビジネスポータルサイト「しんきん経革広場」での経
営情報を提供する。
・新潟県信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利
用を促進する。

・事業価値を見極め、恒常的なＣＦの確保が確認された
場合には積極的に約定変更に応じる等、実質的な資金供
給を講じる。
・債権譲渡担保融資を活用する。
・ビジネスポータルサイト「しんきん経革広場」での経
営情報を提供する。
・新潟県信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利
用を促進する。

・具体的な取組み及び活動は平成１９年１０月1日からとなり
ます。

（３）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経
　　済への貢献

・地域・中小企業の再生のためには「点」だけの再生だ
けでは不十分であり、地域経済全体の「面」的な再生が
必要であることは十分認識していることから、当金庫単
独ではなく、新潟県中小企業再生支援協議会・村上商工
会議所・各商工会・村上市役所等と連携し、あらゆる策
を講じ地域経済活性化に寄与していくこととする。

・新潟県中小企業再生支援協議会・村上商工会議所・各
商工会等と連携し地域及び取引先企業を対象とした企
業・事業再生についての勉強会を開催する。
・コミュニティ・ビジネスの起業家を育成する。
・都岐沙羅元気づくりの起業家への融資(都岐沙羅起業家
応援ローン)を推進する。
・ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセンターとの協働事
業。
・地域のネットワークづくり等の協働事業。

・村上商工会議所・各商工会等と連携し商工会議所青年
部等を対象とした企業・事業再生についての勉強会を開
催する。
・都岐沙羅元気づくりのコミュニティ・ビジネス起業家
への支援・融資 (しんきん都岐沙羅起業家応援ローンを
改定運用する)を推進する。
・ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセンターとの「地域
のネットワークづくり」等の協働事業について協議する

・新潟県中小企業再生支援協議会と連携し、取引先企業
を対象とした企業・事業再生についての勉強会を開催す
る。
・村上商工会議所と連携し商工会議所青年部を対象とし
た企業・事業再生についての勉強会を開催する。
・都岐沙羅元気づくりのコミュニティ・ビジネス起業家
への支援・融資・ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセン
ターとの「地域のネットワークづくり」の協働事業を推
進する。

・具体的な取組み及び活動は平成１９年１０月1日からとなり
ます。

地域密着型金融推進計画の進捗状況

Ⅴ．中小・地域金融機関向け監督方針に基づく地域密着型金融の具体的取組

項　　　　　目 スケジュール

Ⅱ、経営方針
 当金庫は、地域の金融機関として「地域社会の繁栄と文化生活の向上に奉仕する」ことを基本理念として｢中小企業の健全な発展」「豊な国民生活の実現」「地域社会繁栄への奉仕」の三つのビジョンに基づき業務を遂行してま いりました。
今後もこの方針を確固たるものとして、会員による協同組織の地域金融機関として永久の存続と、地域にとってなくてはならない信用金庫になるため、地域に根ざした健全な経営を推進していく方針であります。

Ⅲ、目指す姿
 疲弊している地域社会を如何にして立て直していくかという観点から「地域社会の再生・活性化」に向けて取組んでまいります。

1
（村上信用金庫）


